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対馬市市民投票条例対馬市市民投票条例対馬市市民投票条例対馬市市民投票条例（（（（案案案案））））

（（（（目的目的目的目的））））

第第第第１１１１条条条条 このこのこのこの条例条例条例条例はははは、、、、市政運営上市政運営上市政運営上市政運営上のののの重要事項重要事項重要事項重要事項にににに係係係係るるるる意思決定意思決定意思決定意思決定についてについてについてについて、、、、

市民市民市民市民によるによるによるによる直接投票直接投票直接投票直接投票（（（（以下以下以下以下「「「「市民投票市民投票市民投票市民投票」」」」というというというという ））））のののの制度制度制度制度をををを設設設設けるこけるこけるこけるこ。。。。

とによりとによりとによりとにより、、、、これによってこれによってこれによってこれによって示示示示されたされたされたされた市民市民市民市民のののの総意総意総意総意をををを市政市政市政市政にににに的確的確的確的確にににに反映反映反映反映しししし、、、、

もってもってもってもって公正公正公正公正でででで民主的民主的民主的民主的なななな市政運営市政運営市政運営市政運営のののの向上向上向上向上をををを図図図図ることをることをることをることを目的目的目的目的とするとするとするとする。。。。

（（（（定義定義定義定義））））

第第第第２２２２条条条条 このこのこのこの条例条例条例条例においてにおいてにおいてにおいて「「「「市政運営上市政運営上市政運営上市政運営上のののの重要事項重要事項重要事項重要事項」」」」とはとはとはとは、、、、現在又現在又現在又現在又はははは将将将将

来来来来のののの市民市民市民市民のののの福祉福祉福祉福祉にににに重大重大重大重大なななな影響影響影響影響をををを及及及及ぼしぼしぼしぼし、、、、又又又又はははは及及及及ぼすおそれのあるものぼすおそれのあるものぼすおそれのあるものぼすおそれのあるもの

とするとするとするとする。。。。ただしただしただしただし、、、、次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる事項事項事項事項をををを除除除除くくくく。。。。

((((1111)))) 市市市市のののの権限権限権限権限にににに属属属属さないさないさないさない事項事項事項事項

((((2222)))) 議会議会議会議会のののの解散解散解散解散そのそのそのその他法令他法令他法令他法令のののの規定規定規定規定にににに基基基基づきづきづきづき市民投票市民投票市民投票市民投票をををを行行行行うことがうことがうことがうことが出来出来出来出来

るるるる事項事項事項事項

((((3333)))) 専専専専らららら特定特定特定特定のののの市民又市民又市民又市民又はははは地域地域地域地域のみのみのみのみ関係関係関係関係するするするする事項事項事項事項

((((4444)))) 市市市市のののの組織組織組織組織、、、、人事及人事及人事及人事及びびびび財務財務財務財務にににに関関関関するするするする事項事項事項事項

((((5555)))) 前各号前各号前各号前各号にににに定定定定めるもののほかめるもののほかめるもののほかめるもののほか、、、、市民投票市民投票市民投票市民投票にににに付付付付することがすることがすることがすることが適当適当適当適当でないでないでないでない

とととと認認認認められるめられるめられるめられる事項事項事項事項

（（（（市民投票市民投票市民投票市民投票のののの請求及請求及請求及請求及びびびび発議発議発議発議））））

第第第第３３３３条 公職選挙法条 公職選挙法条 公職選挙法条 公職選挙法（（（（昭和昭和昭和昭和25252525年法律第年法律第年法律第年法律第100100100100号号号号））））第第第第19191919条条条条にににに規定規定規定規定するするするする選挙人選挙人選挙人選挙人

名簿名簿名簿名簿のののの登録登録登録登録がががが行行行行われたわれたわれたわれた日日日日においてにおいてにおいてにおいて当該選挙人名簿当該選挙人名簿当該選挙人名簿当該選挙人名簿にににに登録登録登録登録されているされているされているされている者者者者

はははは、、、、市政運営上市政運営上市政運営上市政運営上のののの重要事項重要事項重要事項重要事項についてについてについてについて、、、、そのそのそのその総数総数総数総数のののの10101010分分分分のののの1111以上以上以上以上のののの者者者者のののの

連署連署連署連署をもってをもってをもってをもって、、、、そのそのそのその代表者代表者代表者代表者からからからから、、、、市長市長市長市長にににに対対対対してしてしてして書面書面書面書面によりによりによりにより市民投票市民投票市民投票市民投票をををを

請求請求請求請求することができるすることができるすることができるすることができる。。。。

2222 前項前項前項前項にににに規定規定規定規定するするするする署名署名署名署名にににに関関関関するするするする手続手続手続手続きききき等等等等はははは、、、、地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法（（（（昭和昭和昭和昭和22222222年法年法年法年法

律第律第律第律第67676767号号号号））））第第第第74747474条第条第条第条第6666項項項項からからからから第第第第8888項項項項までまでまでまで、、、、第第第第74747474条条条条のののの2222第第第第1111項項項項からからからから第第第第6666項項項項まままま

でででで及及及及びびびび第第第第74747474条条条条のののの3333第第第第1111項項項項からからからから第第第第3333項項項項までのまでのまでのまでの規定規定規定規定のののの例例例例によるものとするによるものとするによるものとするによるものとする。。。。

3333 市議会市議会市議会市議会はははは、、、、議員議員議員議員のののの定数定数定数定数のののの12121212分分分分のののの1111以上以上以上以上のののの者者者者のののの賛成賛成賛成賛成をををを得得得得てててて議員提案議員提案議員提案議員提案ささささ

れれれれ、、、、かつかつかつかつ、、、、出席議員出席議員出席議員出席議員のののの過半数過半数過半数過半数のののの賛成賛成賛成賛成によりによりによりにより議決議決議決議決されたされたされたされた市政運営上市政運営上市政運営上市政運営上のののの重重重重

要事項要事項要事項要事項についてについてについてについて、、、、市長市長市長市長にににに対対対対してしてしてして書面書面書面書面によりによりによりにより市民投票市民投票市民投票市民投票をををを請求請求請求請求することがすることがすることがすることが



- -2

できるできるできるできる。。。。

4444 市長市長市長市長はははは、、、、市政運営上市政運営上市政運営上市政運営上のののの重要事項重要事項重要事項重要事項についてについてについてについて、、、、自自自自らららら市民投票市民投票市民投票市民投票をををを発議発議発議発議するするするする

ことができることができることができることができる。。。。

5555 市長市長市長市長はははは、、、、第第第第1111項項項項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる市民市民市民市民からのからのからのからの請求請求請求請求（（（（以下以下以下以下「「「「市民請求市民請求市民請求市民請求」」」」とととと

いういういういう ））））若若若若しくはしくはしくはしくは第第第第3333項項項項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる議会議会議会議会からのからのからのからの請求請求請求請求（（（（以下以下以下以下「「「「議会請議会請議会請議会請。。。。

求求求求」」」」というというというという ））））があったときがあったときがあったときがあったとき、、、、又又又又はははは前項前項前項前項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより自自自自らららら市民投票市民投票市民投票市民投票をををを。。。。

発議発議発議発議したときはしたときはしたときはしたときは、、、、直直直直ちにそのちにそのちにそのちにその要旨要旨要旨要旨をををを公表公表公表公表するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、対馬市選挙管対馬市選挙管対馬市選挙管対馬市選挙管

理委員会理委員会理委員会理委員会（（（（以下以下以下以下「「「「選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会」」」」というというというという ））））のののの委員長委員長委員長委員長にそのにそのにそのにその旨旨旨旨をををを通通通通。。。。

知知知知しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。

6666 市長市長市長市長はははは、、、、市民投票市民投票市民投票市民投票にににに係係係係るるるる市民請求又市民請求又市民請求又市民請求又はははは議会請求議会請求議会請求議会請求があったときはがあったときはがあったときはがあったときは、、、、そそそそ

のののの請求請求請求請求のののの内容内容内容内容がががが前条各号前条各号前条各号前条各号のののの規定規定規定規定にににに該当該当該当該当するするするする場合場合場合場合をををを除除除除きききき、、、、市民投票市民投票市民投票市民投票のののの実実実実

施施施施をををを拒否拒否拒否拒否することができないものとするすることができないものとするすることができないものとするすることができないものとする。。。。

（（（（市民投票市民投票市民投票市民投票のののの形式形式形式形式））））

第第第第４４４４条 前条条 前条条 前条条 前条にににに規定規定規定規定するするするする市民請求市民請求市民請求市民請求、、、、議会請求及議会請求及議会請求及議会請求及びびびび市長市長市長市長のののの発議発議発議発議（（（（以下以下以下以下「「「「市市市市

民請求等民請求等民請求等民請求等」」」」というというというという ））））によるによるによるによる市民投票市民投票市民投票市民投票にににに係係係係るるるる事案事案事案事案はははは、、、、二者択一二者択一二者択一二者択一でででで賛否賛否賛否賛否。。。。

をををを問問問問うううう形式形式形式形式のものとしてのものとしてのものとしてのものとして請求又請求又請求又請求又はははは発議発議発議発議されたものでなければならなされたものでなければならなされたものでなければならなされたものでなければならな

いいいい。。。。

（（（（市民投票市民投票市民投票市民投票のののの執行執行執行執行））））

第第第第５５５５条 市民投票条 市民投票条 市民投票条 市民投票はははは、、、、市長市長市長市長がががが執行執行執行執行するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。

2222 市長市長市長市長はははは、、、、地方自治法第地方自治法第地方自治法第地方自治法第180180180180条条条条のののの2222のののの規定規定規定規定にににに基基基基づきづきづきづき、、、、協議協議協議協議によりによりによりにより、、、、そのそのそのその

権限権限権限権限にににに属属属属するするするする市民投票市民投票市民投票市民投票のののの管理及管理及管理及管理及びびびび執行執行執行執行にににに関関関関するするするする事務事務事務事務をををを選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会

にににに委任委任委任委任するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。

（（（（選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会のののの事務事務事務事務））））

第第第第６６６６条 選挙管理委員会条 選挙管理委員会条 選挙管理委員会条 選挙管理委員会はははは、、、、前条第前条第前条第前条第2222項項項項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより委任委任委任委任をををを受受受受けたけたけたけた市民市民市民市民

投票投票投票投票のののの管理及管理及管理及管理及びびびび執行執行執行執行にににに関関関関するするするする事務事務事務事務をををを行行行行うものとするうものとするうものとするうものとする。。。。

（（（（投票資格者投票資格者投票資格者投票資格者））））

第第第第７７７７条 市民投票条 市民投票条 市民投票条 市民投票のののの投票権投票権投票権投票権をををを有有有有するするするする者者者者（（（（以下以下以下以下「「「「投票資格者投票資格者投票資格者投票資格者」」」」というというというという ））））。。。。

はははは、、、、公職選挙法第公職選挙法第公職選挙法第公職選挙法第9999条第条第条第条第2222項項項項にににに規定規定規定規定するするするする市議会市議会市議会市議会のののの議員及議員及議員及議員及びびびび市長市長市長市長のののの選挙権選挙権選挙権選挙権

をををを有有有有するするするする者者者者とするとするとするとする。。。。

（（（（投票資格者名簿投票資格者名簿投票資格者名簿投票資格者名簿のののの調製等調製等調製等調製等））））
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第第第第８８８８条 選挙管理委員会条 選挙管理委員会条 選挙管理委員会条 選挙管理委員会はははは、、、、投票資格者名簿投票資格者名簿投票資格者名簿投票資格者名簿をををを調製調製調製調製しししし、、、、及及及及びびびび保管保管保管保管するするするする任任任任

にににに当当当当たるものとするたるものとするたるものとするたるものとする。。。。

2222 投票資格者名簿投票資格者名簿投票資格者名簿投票資格者名簿はははは、、、、永久永久永久永久にににに据据据据ええええ置置置置くものとしくものとしくものとしくものとし、、、、かつかつかつかつ、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの市市市市

民投票民投票民投票民投票をををを通通通通じてじてじてじて1111のののの名簿名簿名簿名簿とするとするとするとする。。。。

3333 選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会はははは、、、、第第第第1111項項項項のののの投票資格者名簿投票資格者名簿投票資格者名簿投票資格者名簿のののの調製調製調製調製についてについてについてについて、、、、公職公職公職公職

選挙法第選挙法第選挙法第選挙法第19191919条条条条からからからから第第第第30303030条条条条までにまでにまでにまでに規定規定規定規定するするするする選挙人名簿選挙人名簿選挙人名簿選挙人名簿のののの調製調製調製調製をもってこをもってこをもってこをもってこ

れにれにれにれに代代代代えることができるえることができるえることができるえることができる。。。。このこのこのこの場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、同法第同法第同法第同法第27272727条第条第条第条第1111項項項項にににに規規規規

定定定定するするするする表示表示表示表示をなされたをなされたをなされたをなされた者者者者はははは、、、、投票資格者名簿投票資格者名簿投票資格者名簿投票資格者名簿にににに登録登録登録登録されていないものされていないものされていないものされていないもの

とみなすとみなすとみなすとみなす。。。。

（（（（市民投票市民投票市民投票市民投票のののの期日期日期日期日））））

第第第第９９９９条 市民投票条 市民投票条 市民投票条 市民投票のののの期日期日期日期日（（（（以下以下以下以下「「「「投票日投票日投票日投票日」」」」というというというという ））））はははは、、、、選挙管理委員選挙管理委員選挙管理委員選挙管理委員。。。。

会会会会にににに対対対対してしてしてして第第第第3333条第条第条第条第5555項項項項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる通知通知通知通知があったがあったがあったがあった日日日日からからからから起算起算起算起算してしてしてして30303030日日日日

をををを経過経過経過経過したしたしたした日日日日からからからから90909090日日日日をををを超超超超えないえないえないえない範囲内範囲内範囲内範囲内でででで、、、、選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会がががが定定定定めるめるめるめる

ものとするものとするものとするものとする。。。。

2222 選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会はははは、、、、前項前項前項前項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより投票日投票日投票日投票日をををを確定確定確定確定したときはしたときはしたときはしたときは、、、、当当当当

該投票日該投票日該投票日該投票日そのそのそのその他必要他必要他必要他必要なななな事項事項事項事項をををを当該投票日当該投票日当該投票日当該投票日のののの7777日前日前日前日前までにまでにまでにまでに告示告示告示告示しなけれしなけれしなけれしなけれ

ばならないばならないばならないばならない。。。。

（（（（投票所等投票所等投票所等投票所等））））

第第第第１０１０１０１０条 投票所及条 投票所及条 投票所及条 投票所及びびびび第第第第15151515条条条条にににに規定規定規定規定するするするする期日前投票期日前投票期日前投票期日前投票のののの投票所投票所投票所投票所（（（（以下以下以下以下「「「「期期期期

」 。） 、 。」 。） 、 。」 。） 、 。」 。） 、 。日前投票所日前投票所日前投票所日前投票所 という はという はという はという は 選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会のののの指定指定指定指定したしたしたした場所場所場所場所にににに設設設設けるけるけるける

2222 選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会はははは、、、、投票所投票所投票所投票所についてはについてはについてはについては投票日投票日投票日投票日のののの5555日前日前日前日前までにまでにまでにまでに、、、、期日期日期日期日

前投票所前投票所前投票所前投票所についてはについてはについてはについては前条第前条第前条第前条第2222項項項項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる市民投票市民投票市民投票市民投票のののの告示告示告示告示のののの日日日日（（（（以以以以

下下下下「「「「告示日告示日告示日告示日」」」」というというというという ））））にそのにそのにそのにその場所場所場所場所をそれぞれをそれぞれをそれぞれをそれぞれ告示告示告示告示しなければならなしなければならなしなければならなしなければならな。。。。

いいいい。。。。

（（（（投票資格者名簿投票資格者名簿投票資格者名簿投票資格者名簿のののの登録登録登録登録とととと投票投票投票投票））））

第第第第１１１１１１１１条 投票資格者名簿条 投票資格者名簿条 投票資格者名簿条 投票資格者名簿にににに登録登録登録登録されていないされていないされていないされていない者者者者はははは、、、、投票投票投票投票をすることがをすることがをすることがをすることが

できないできないできないできない。。。。ただしただしただしただし、、、、市民投票市民投票市民投票市民投票とととと同時同時同時同時にににに公職選挙法公職選挙法公職選挙法公職選挙法にににに基基基基づくづくづくづく選挙選挙選挙選挙がががが行行行行わわわわ

れたれたれたれた場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、同法第同法第同法第同法第42424242条第条第条第条第1111項項項項ただしただしただしただし書書書書きのきのきのきの規定規定規定規定によりによりによりにより投票投票投票投票しししし

たたたた者者者者（（（（そのそのそのその投票投票投票投票したしたしたした日日日日においてにおいてにおいてにおいて市内市内市内市内にににに住所住所住所住所をををを有有有有しているしているしているしている者者者者にににに限限限限るるるる ））））。。。。

についてはについてはについてはについては、、、、当該市民投票当該市民投票当該市民投票当該市民投票のののの投票投票投票投票をさせなければならないをさせなければならないをさせなければならないをさせなければならない。。。。
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2222 投票資格者名簿投票資格者名簿投票資格者名簿投票資格者名簿にににに登録登録登録登録されたされたされたされた者者者者であってもであってもであってもであっても、、、、投票資格者名簿投票資格者名簿投票資格者名簿投票資格者名簿にににに登録登録登録登録

されることができないされることができないされることができないされることができない者者者者であるときはであるときはであるときはであるときは、、、、投票投票投票投票をすることができないをすることができないをすることができないをすることができない。。。。

（（（（投票資格者投票資格者投票資格者投票資格者でないでないでないでない者者者者のののの投票投票投票投票））））

第第第第１２１２１２１２条 投票日条 投票日条 投票日条 投票日のののの当日又当日又当日又当日又はははは期日前投票期日前投票期日前投票期日前投票のののの投票投票投票投票をしようとするをしようとするをしようとするをしようとする日日日日においにおいにおいにおい

てててて投票資格者投票資格者投票資格者投票資格者でないでないでないでない者者者者はははは、、、、投票投票投票投票をすることができないをすることができないをすることができないをすることができない。。。。

（（（（投票投票投票投票のののの方法方法方法方法））））

第第第第１３１３１３１３条 市民投票条 市民投票条 市民投票条 市民投票はははは、、、、1111人人人人1111票票票票のののの投票投票投票投票としとしとしとし、、、、秘密投票秘密投票秘密投票秘密投票とするとするとするとする。。。。

2222 市民投票市民投票市民投票市民投票のののの投票投票投票投票をををを行行行行うううう投票資格者投票資格者投票資格者投票資格者（（（（以下以下以下以下「「「「投票人投票人投票人投票人」」」」というというというという ））））はははは、、、、。。。。

事案事案事案事案にににに賛成賛成賛成賛成するときはするときはするときはするときは投票用紙投票用紙投票用紙投票用紙のののの賛成欄賛成欄賛成欄賛成欄にににに、、、、反対反対反対反対するときはするときはするときはするときは投票用紙投票用紙投票用紙投票用紙

のののの反対欄反対欄反対欄反対欄にににに自自自自らららら○○○○のののの記号記号記号記号をををを記載記載記載記載しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。

3333 前項前項前項前項のののの規定規定規定規定にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず、、、、身体身体身体身体のののの故障故障故障故障そのそのそのその他他他他のののの理由理由理由理由によりによりによりにより、、、、自自自自らららら投投投投

票用紙票用紙票用紙票用紙にににに○○○○のののの記号記号記号記号をををを記載記載記載記載することができないすることができないすることができないすることができない投票人投票人投票人投票人はははは、、、、投票管理者投票管理者投票管理者投票管理者にににに

申請申請申請申請しししし、、、、代理投票代理投票代理投票代理投票をすることができるをすることができるをすることができるをすることができる。。。。

（（（（投票所投票所投票所投票所においてのにおいてのにおいてのにおいての投票投票投票投票））））

第第第第１４１４１４１４条 投票人条 投票人条 投票人条 投票人はははは、、、、投票日投票日投票日投票日のののの当日当日当日当日、、、、自自自自らららら投票所投票所投票所投票所にににに行行行行きききき、、、、投票資格者名投票資格者名投票資格者名投票資格者名

簿簿簿簿のののの抄本抄本抄本抄本のののの対照対照対照対照をををを経経経経てててて、、、、投票投票投票投票をしなければならないをしなければならないをしなければならないをしなければならない。。。。

（（（（期日前投票等期日前投票等期日前投票等期日前投票等））））

第第第第１５１５１５１５条 投票人条 投票人条 投票人条 投票人はははは、、、、前条前条前条前条のののの規定規定規定規定にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず、、、、規則規則規則規則でででで定定定定めるところにめるところにめるところにめるところに

よりよりよりより期日前投票又期日前投票又期日前投票又期日前投票又はははは不在者投票不在者投票不在者投票不在者投票をををを行行行行うことができるうことができるうことができるうことができる。。。。

（（（（無効投票無効投票無効投票無効投票））））

第第第第１６１６１６１６条 次条 次条 次条 次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる投票投票投票投票はははは、、、、無効無効無効無効とするとするとするとする。。。。

((((1111)))) 所定所定所定所定のののの投票用紙投票用紙投票用紙投票用紙をををを用用用用いないものいないものいないものいないもの

((((2222)))) ○○○○のののの記号以外記号以外記号以外記号以外のののの事項事項事項事項をををを記載記載記載記載したものしたものしたものしたもの

((((3333)))) ○○○○のののの記号記号記号記号のほかのほかのほかのほか、、、、他事他事他事他事をををを記載記載記載記載したものしたものしたものしたもの

((((4444)))) ○○○○のののの記号記号記号記号をををを投票用紙投票用紙投票用紙投票用紙のののの賛成欄及賛成欄及賛成欄及賛成欄及びびびび反対欄反対欄反対欄反対欄のいずれにものいずれにものいずれにものいずれにも記載記載記載記載したもしたもしたもしたも

のののの

((((5555)))) ○○○○のののの記号記号記号記号をををを投票用紙投票用紙投票用紙投票用紙のののの賛成欄又賛成欄又賛成欄又賛成欄又はははは反対欄反対欄反対欄反対欄のいずれにのいずれにのいずれにのいずれに記載記載記載記載したのかしたのかしたのかしたのか

判別判別判別判別しししし難難難難いものいものいものいもの

((((6666)))) 白紙投票白紙投票白紙投票白紙投票

（（（（情報情報情報情報のののの提供提供提供提供））））
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第第第第１７１７１７１７条 選挙管理委員会条 選挙管理委員会条 選挙管理委員会条 選挙管理委員会はははは、、、、告示日告示日告示日告示日からからからから投票日投票日投票日投票日のののの2222日前日前日前日前までにまでにまでにまでに、、、、市民市民市民市民

投票投票投票投票にににに係係係係るるるる請求又請求又請求又請求又はははは発議発議発議発議のののの内容内容内容内容のののの趣旨及趣旨及趣旨及趣旨及びびびび第第第第9999条第条第条第条第2222項項項項にににに規定規定規定規定するするするする告示告示告示告示

のののの内容内容内容内容そのそのそのその他市民投票他市民投票他市民投票他市民投票にににに関関関関しししし必要必要必要必要なななな情報情報情報情報をををを広報広報広報広報そのそのそのその他適当他適当他適当他適当なななな方法方法方法方法によによによによ

りりりり、、、、投票資格者投票資格者投票資格者投票資格者にににに対対対対してしてしてして提供提供提供提供するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。

2222 市長市長市長市長はははは、、、、告示日告示日告示日告示日からからからから投票日投票日投票日投票日のののの前日前日前日前日までのまでのまでのまでの間間間間、、、、市民投票市民投票市民投票市民投票にににに係係係係るるるる請求又請求又請求又請求又

はははは発議発議発議発議のののの内容内容内容内容をををを記載記載記載記載したしたしたした文書文書文書文書のののの写写写写しししし及及及及びびびび請求又請求又請求又請求又はははは発議発議発議発議のののの事案事案事案事案にににに係係係係るるるる計計計計

画案画案画案画案そのそのそのその他行政他行政他行政他行政のののの資料資料資料資料でででで公開公開公開公開することができるものについてすることができるものについてすることができるものについてすることができるものについて、、、、一般一般一般一般のののの

縦覧縦覧縦覧縦覧にににに供供供供するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。

3333 前前前前2222項項項項にににに定定定定めるもののほかめるもののほかめるもののほかめるもののほか、、、、市長市長市長市長はははは、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて公開討論会公開討論会公開討論会公開討論会、、、、シシシシ

ンポジウムンポジウムンポジウムンポジウムそのそのそのその他市民投票他市民投票他市民投票他市民投票にににに係係係係るるるる情報情報情報情報のののの提供提供提供提供にににに関関関関するするするする施策施策施策施策をををを実施実施実施実施するするするする

ことができることができることができることができる。。。。

（（（（投票運動投票運動投票運動投票運動））））

第第第第１８１８１８１８条 市民投票条 市民投票条 市民投票条 市民投票にににに関関関関するするするする投票運動投票運動投票運動投票運動はははは、、、、自由自由自由自由とするとするとするとする。。。。ただしただしただしただし、、、、買収買収買収買収、、、、

脅迫等市民脅迫等市民脅迫等市民脅迫等市民のののの自由自由自由自由なななな意思意思意思意思がががが拘束拘束拘束拘束されされされされ、、、、又又又又はははは不当不当不当不当にににに干渉干渉干渉干渉されるものであされるものであされるものであされるものであ

ってはならないってはならないってはならないってはならない。。。。

（（（（市民投票市民投票市民投票市民投票のののの成立要件等成立要件等成立要件等成立要件等））））

第第第第１９１９１９１９条 市民投票条 市民投票条 市民投票条 市民投票はははは、、、、１１１１のののの事案事案事案事案についてについてについてについて投票投票投票投票したしたしたした者者者者のののの総数総数総数総数がががが当該市民当該市民当該市民当該市民

投票投票投票投票のののの投票資格者数投票資格者数投票資格者数投票資格者数のののの2222分分分分のののの1111にににに満満満満たないときはたないときはたないときはたないときは、、、、成立成立成立成立しないものとすしないものとすしないものとすしないものとす

るるるる。。。。このこのこのこの場合場合場合場合においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、開票作業開票作業開票作業開票作業そのそのそのその他他他他のののの作業作業作業作業はははは行行行行わないわないわないわない。。。。

2222 市民投票市民投票市民投票市民投票のののの結果結果結果結果はははは、、、、有効投票有効投票有効投票有効投票のののの過半数過半数過半数過半数をもってをもってをもってをもって決決決決するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。

（（（（投票結果投票結果投票結果投票結果のののの告示等告示等告示等告示等））））

第第第第２０２０２０２０条 選挙管理委員会条 選挙管理委員会条 選挙管理委員会条 選挙管理委員会はははは、、、、前条第前条第前条第前条第1111項項項項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより市民投票市民投票市民投票市民投票がががが成立成立成立成立

、 、 、、 、 、、 、 、、 、 、しなかったときしなかったときしなかったときしなかったとき 又又又又はははは市民投票市民投票市民投票市民投票がががが成立成立成立成立しししし 投票結果投票結果投票結果投票結果がががが確定確定確定確定したときはしたときはしたときはしたときは

直直直直ちにこれをちにこれをちにこれをちにこれを告示告示告示告示するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、当該告示当該告示当該告示当該告示のののの内容内容内容内容をををを市長及市長及市長及市長及びびびび市議会議市議会議市議会議市議会議

長長長長にににに報告報告報告報告しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。

2222 市長市長市長市長はははは、、、、市民請求市民請求市民請求市民請求にににに係係係係るるるる市民投票市民投票市民投票市民投票についてについてについてについて、、、、前項前項前項前項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより選挙選挙選挙選挙

管理委員会管理委員会管理委員会管理委員会からからからから報告報告報告報告があったときはがあったときはがあったときはがあったときは、、、、そのそのそのその内容内容内容内容をををを直直直直ちにちにちにちに当該市民請求当該市民請求当該市民請求当該市民請求

にににに係係係係るるるる代表者代表者代表者代表者にににに通知通知通知通知しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。

（（（（投票結果投票結果投票結果投票結果のののの尊重尊重尊重尊重））））

第第第第２１２１２１２１条 市民条 市民条 市民条 市民、、、、市議会及市議会及市議会及市議会及びびびび市長市長市長市長はははは、、、、市民投票市民投票市民投票市民投票のののの結果結果結果結果をををを尊重尊重尊重尊重しなければしなければしなければしなければ
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ならないならないならないならない。。。。

（（（（市民請求等市民請求等市民請求等市民請求等のののの制限期間制限期間制限期間制限期間））））

第第第第２２２２２２２２条条条条 このこのこのこの条例条例条例条例によるによるによるによる市民投票市民投票市民投票市民投票がががが実施実施実施実施されたされたされたされた場合場合場合場合（（（（第第第第19191919条第条第条第条第1111項項項項のののの

規定規定規定規定によりによりによりにより市民投票市民投票市民投票市民投票がががが成立成立成立成立しなかったしなかったしなかったしなかった場合場合場合場合をををを除除除除くくくく ））））にはにはにはには、、、、そのそのそのその結果結果結果結果。。。。

がががが告示告示告示告示されてからされてからされてからされてから2222年年年年がががが経過経過経過経過するまでのするまでのするまでのするまでの間間間間はははは、、、、同一同一同一同一のののの事案又事案又事案又事案又はははは当該事当該事当該事当該事

案案案案とととと同旨同旨同旨同旨のののの事案事案事案事案についてについてについてについて市民請求等市民請求等市民請求等市民請求等をををを行行行行うことができないものとすうことができないものとすうことができないものとすうことができないものとす

るるるる。。。。

（（（（投票及投票及投票及投票及びびびび開票開票開票開票））））

第第第第２３２３２３２３条 前条条 前条条 前条条 前条までにまでにまでにまでに定定定定めるもののほかめるもののほかめるもののほかめるもののほか、、、、投票時間投票時間投票時間投票時間、、、、投票場所投票場所投票場所投票場所、、、、投票立投票立投票立投票立

会人会人会人会人、、、、開票時間開票時間開票時間開票時間、、、、開票場所開票場所開票場所開票場所、、、、開票立会人開票立会人開票立会人開票立会人、、、、期日前投票期日前投票期日前投票期日前投票、、、、不在者投票不在者投票不在者投票不在者投票そそそそ

のののの他市民投票他市民投票他市民投票他市民投票のののの投票及投票及投票及投票及びびびび開票開票開票開票にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、規則規則規則規則でででで特別特別特別特別のののの定定定定めをするもめをするもめをするもめをするも

ののほかののほかののほかののほか、、、、公職選挙法公職選挙法公職選挙法公職選挙法（（（（昭和昭和昭和昭和25252525年法律第年法律第年法律第年法律第100100100100号号号号 、、、、公職選挙法施行令公職選挙法施行令公職選挙法施行令公職選挙法施行令））））

（（（（昭和昭和昭和昭和25252525年政令第年政令第年政令第年政令第89898989号号号号））））及及及及びびびび公職選挙法施行規則公職選挙法施行規則公職選挙法施行規則公職選挙法施行規則（（（（昭和昭和昭和昭和25252525年総理府令年総理府令年総理府令年総理府令

第第第第13131313号号号号））））のののの規定規定規定規定のののの例例例例によるによるによるによる。。。。

（（（（委任委任委任委任））））

、 、、 、、 、、 、第第第第２４２４２４２４条条条条 このこのこのこの条例条例条例条例にににに定定定定めるもののほかめるもののほかめるもののほかめるもののほか 市民投票市民投票市民投票市民投票にににに関関関関しししし必要必要必要必要なななな事項事項事項事項はははは

規則規則規則規則でででで定定定定めるめるめるめる。。。。

附 則附 則附 則附 則

このこのこのこの条例条例条例条例はははは、、、、平成平成平成平成○○○○○○○○年年年年○○○○○○○○月月月月○○○○○○○○日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。


